
【協議事項 1】  

令和６年度外来機能報告における紹介受診重点医療機関について 

鹿児島県における紹介受診重点医療機関についての協議の進め方 

（R７.１.15 県保健医療福祉課） 

 

   

＜令和６年度の方針＞ 

   ⑴  意向ありの医療機関【区分１】【区分３】 

地域医療構想調整会議において協議を行う。 

必要に応じて対象医療機関に地域医療構想調整会議への出席を求め，区分３の医

療機関については紹介受診重点医外来に関する基準を満たす可能性及びそのスケジ

ュール等について説明していただく。 

 

   ⑵ 意向なしの医療機関【区分２】【区分４】 

地域医療構想調整会議において対象医療機関を提示（一覧等で示す）し，必要が

あれば医療機関へ確認等を行う。 
 

 

 

＜奄美保健医療圏の状況＞ 

⑴ 【区分１】【区分３】の医療機関 

   なし 

 

⑵ 【区分２】 基準を満たす×意向なしの医療機関 

      １医療機関 

 

⑶ 【区分４】 基準を満たさない×意向なしの医療機関 

   24 医療機関 
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